
日
本
の
朝
鮮
統
治
に
お
け
る
開
発
行
政
の
歩
み

ー
!
交
通
・
河
川
開
発
を
中
心
と
し
て
l

i

は
じ
め
に

日
本
の
朝
鮮
統
治
、
い
わ
ゆ
る
「
植
民
地
と
し
て
の
朝
鮮
」
を
対
象

に
す
る
諸
研
究
は
、
日
韓
両
関
に
お
い
て
様
々
な
議
論
を
提
起
し
て
き

た
。
そ
れ
は
主
に
両
国
間
の
過
去
の
歴
史
認
識
の
差
に
基
づ
く
問
題
で

あ
り
、
研
究
の
内
容
に
偏
見
が
介
入
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
実
に
多
く
の
「
植
民
地
と
し
て
の
朝
鮮
」
研
究
は
、
研
究
の
本

質
に
入
る
前
に
「
善
意
を
持
つ
悪
政
」
と
か
「
帝
国
主
義
の
収
奪
と
暴

力
」
の
よ
う
な
偏
見
が
介
入
し
、
研
究
の
内
容
も
一
方
的
な
も
の
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
結
果
を
懸
念
し
て
か
研
究
を

忌
避
す
る
傾
向
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
植
民
地
朝
鮮
の
開
発
行
政
に
関
す
る
研
究
は
、
日
韓
両
国
と
も

に
先
行
研
究
が
少
く
開
発
の
効
果
を
め
ぐ
っ
て
日
韓
両
国
の
学
者
ら
の

安

ま民

乗

見
解
は
対
立
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
先
行
研
究
の
大
部
分
は
朝
鮮
総
督

府
の
刊
行
物
と
こ
れ
に
基
づ
い
た
各
々
の
事
業
史
や
経
済
史
で
あ
り
、

政
治
・
行
政
史
あ
る
い
は
政
治
・
行
政
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
様
々
な
限
界
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
い

わ
ゆ
る
植
民
地
時
代
の
開
発
行
政
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
行
政
学
者

の
辻
清
明
教
授
が
『
資
料
戦
後
二
十
年
史
』
の
「
は
し
が
き
」
で
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
「
過
去
の
記
録
は
過
去
の
省
察
に
も
役
立
つ
が
、
同

時
に
、
未
来
の
た
め
の
良
き
歯
形
と
し
て
利
用
さ
れ
る
し
(
マ
キ
ア
ヴ
エ

リ
)
と
い
う
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
械
民
地
時
代
の
開

発
行
政
は
現
在
に
至
つ
で
も
な
お
、
多
く
の
点
で
韓
国
の
開
発
行
政
に

影
響
を
与
え
て
お
り
、
現
在
ま
で
の
歩
み
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
時
、

開
発
前
史
と
し
て
の
植
民
地
時
代
を
把
握
し
な
い
と
説
明
で
き
な
い
こ

と
が
少
な
く
な
い
。

五



本
稿
で
扱
う
開
発
行
政
の
時
期
的
範
囲
は
、
一
九
一

O
年
の
日
韓
併

合
か
ら
一
九
四
五
年
の
日
本
の
敗
戦
ま
で
で
、
い
わ
ば
韓
国
の
開
発
行

政
前
史
に
あ
た
る
。
こ
の
三
六
年
間
の
植
民
地
期
を
開
発
政
策
の
内
容

に
よ
っ
て
区
分
す
る
と
、
一
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
、
一
九
一

O
年
の
日
韓
併
合
か
ら
会
社
令
が
廃
止
さ
れ
る
一
九
二

O

年
ま
で
、
次
に
、
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
二
一
一
年
の
満
州
事
変
の
勃
発

ま
で
、
そ
し
て
、
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
日
本
の
敗
戦
ま
で

で
あ
る
。
会
社
令
の
廃
止
を
も
っ
て
時
期
を
区
分
し
た
の
は
、
会
社
令

の
廃
止
に
よ
り
日
本
の
朝
鮮
に
対
す
る
開
発
政
策
が
農
業
中
心
政
策
か

ら
部
分
的
な
工
業
化
政
策
に
変
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
満
州
事

変
を
も
っ
て
次
の
時
期
区
分
と
し
た
の
は
、
満
州
事
変
が
朝
鮮
を
大
陸

兵
結
基
地
と
し
て
大
き
く
変
化
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
で
扱
う
内
容
と
し
て
は
、
朝
鮮
で
行
わ
れ
た
開
発
政
策
の

な
か
で
も
、
特
に
交
通
(
鉄
道
・
道
路
)
と
河
川
開
発
を
取
り
上
げ
、

分
析
の
対
象
と
す
る
。
交
通
と
河
川
開
発
を
中
心
に
分
析
す
る
意
義
は
、

こ
の
二
つ
が
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
開
発
政
策
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
つ
の
開
発
政
策
が
当
時
の
朝
鮮
と
戦
後

の
韓
国
・
北
朝
鮮
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
あ
る
。

分
析
方
法
は
史
料
と
統
計
デ

l
タ
を
用
い
た
文
献
研
究
を
中
心
と
す

る
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
朝
鮮
の
開
発
行
政
が
も
っ
特
徴
、
朝
鮮
の

開
発
行
政
に
お
け
る
政
策
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
そ
し
て
開
発
行
政
が

臼
本
と
朝
鮮
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一二一
L

ハ

植
民
地
朝
鮮
の
位
置
づ
け

l
内
地
と
外
地

i

「
旧
日
本
帝
国
」
を
対
象
に
す
る
ほ
と
ん
ど
の
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
「
帝

国
」
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
地
域
を
「
内
地
」
と
「
外
地
」
に
区

分
し
て
い
る
。
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
が
施
行
さ
れ
た
一
八
九

O
年
に

日
本
の
領
土
で
あ
っ
た
地
域
を
内
地
と
呼
ぴ
、
そ
の
後
に
な
っ
て
日
本

領
土
に
編
入
さ
れ
た
地
域
を
外
地
と
称
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
区
分
に

基
づ
く
外
地
に
は
台
湾
、
南
樺
太
、
関
東
州
、
満
鉄
付
属
地
、
朝
鮮
、

南
洋
群
島
が
あ
る
。

同
じ
「
大
日
本
帝
国
」
の
中
に
あ
り
な
が
ら
内
地
と
外
地
に
適
用
さ

れ
る
法
律
は
必
ず
し
も
同
一
で
な
く
、
外
地
の
た
め
に
特
別
に
制
定
さ

れ
た
法
律
も
あ
っ
た
。
朝
鮮
を
例
に
取
る
と
、
例
え
ば
、
勅
令
第
一
一
一
一
一

四
号
と
工
業
法
が
あ
る
。
一
九
一

O
年
に
施
行
さ
れ
た
勅
令
第
三
二
回

号
は
、
内
地
の
法
律
を
外
地
で
あ
る
朝
鮮
に
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
か

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
の
こ
れ
に
よ
る
と
、
朝
鮮
に
お
い
て
立
法
す
べ

き
事
項
は
、
原
則
と
し
て
朝
鮮
総
督
の
命
令
に
よ
る
と
し
(
向
第
一
条
)
、

内
地
の
法
律
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
朝
鮮
に
お
い
て
適
用
す
る
際
に
は

勅
令
を
要
す
(
同
第
四
条
)
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
例
え
ば
、
内
地
の

労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
生
活
を
権
利
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
制
定
さ
れ
た
工
場
法
(
一
九
一
年
)
は
、
朝
鮮
で
は
適
用
さ

れ
な
い
事
態
も
生
じ
た
。



朝
鮮
は
一
九
一

O
年
人
月
の
「
日
韓
併
合
ニ
関
ス
ル
条
札
U
)
に
よ
り
、

日
本
の
領
土
の
一
部
分
で
あ
る
外
地
、
厳
密
に
一
言
、
っ
と
植
民
地
に
な
っ

た
。
日
本
は
朝
鮮
統
治
の
た
め
、
旧
王
朝
の
内
閣
を
解
体
し
た
上
で
、

総
督
を
頂
点
と
す
る
強
力
な
中
央
集
権
型
の
統
治
機
構
で
あ
る
朝
鮮
総

督
府
を
設
置
し
た
。
朝
鮮
総
督
は
親
任
官
と
し
て
天
皇
に
直
属
し
、
委

任
さ
れ
た
範
囲
の
中
で
箪
隊
統
帥
権
や
立
法
・
行
政
・
司
法
権
を
持
つ

絶
対
権
力
者
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
絶
対
権
力
を
持
つ
総
督
を
中
心
と
す
る
日
本
の
朝
鮮
統
治

方
針
は
、
①
朝
鮮
を
日
本
の
食
糧
基
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
せ
る

た
め
に
農
業
地
域
と
し
て
、
②
朝
鮮
を
日
本
の
商
品
販
売
市
場
と
し
て
、

そ
し
て
③
朝
鮮
を
大
陸
兵
姑
基
地
と
し
て
、
統
治
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
基
本
方
針
は
国
際
環
境
の
変
化
(
第
一
次
世
界
大
戦
と
大

恐
慌
、
満
州
事
変
な
ど
)
に
よ
り
変
化
は
あ
っ
た
も
の
の
、
大
筋
で
は

日
本
の
敗
戦
ま
で
維
持
さ
れ
た
。

開
発
の
程
度
に
注
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
で
き
る
。
朝
鮮

は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
日
本
帝
国
(
内
地
・
外
地
を
含
む
)
」
の
中
で
、

面
積
の
三
二
.
四
%
(
一
九
一
二

O
年
)
、
人
口
の
ニ
ニ
.
三
%
(
一
九

一二

O
年
)
を
占
め
て
い
た
が
、
国
内
総
支
出

(
G
D
P
一
一
九
二
八
|

一
九
三
二
年
)
は
日
本
本
土
(
内
地
)
を
一

O
Oと
し
た
場
合
、
朝
鮮

は一

0
.
八
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
値
は
同
じ
外
地
で
あ
っ
た
台
湾
と
比

べ
る
と
、
台
湾
は
面
積
の
五
・
一
二
%
、
人
口
の
五
.
一
%
を
占
め
る
に

す
ぎ
な
い
が
、

G
D
P
は
四
・
七
%
と
い
う
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
朝
鮮
が
外
地
の
中
で
も
開
発
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

さ
ら
に
朝
鮮
の
こ
の
時
期
の
開
発
政
策
の
性
格
に
つ
い
て
「
旧
日
本

植
民
地
経
済
統
計
」
を
み
る
と
、
「
朝
鮮
の
経
済
成
長
率
は
、
日
本
領

有
初
期
の
一
九
一

0
年
代
で
は
日
本
本
土
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
二

0
年
代
の
前
半
で
は
、
日
本
本
土
の
停
滞
水
準
ま
で

下
降
し
、
一
九
二

0
年
代
後
半
の
不
況
で
は
日
本
本
土
を
上
回
る
打
撃

を
う
け
て
い
る
。
た
だ
、
一
九
三

0
年
代
に
入
っ
て
朝
鮮
の
工
業
化
政

策
が
導
入
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
経
済
成
長
率
は
再
上
昇
を
み
せ
、
日

本
本
土
、
台
湾
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準
に
到
達
し
て
い
る
勺
と
あ
り
、
こ
の

朝
鮮
経
済
の
変
化
は
日
本
(
内
地
)
の
経
済
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
朝
鮮
は
日
本
経
済
圏
に
完
全
に
取
り
込
ま
れ
、

開
発
行
攻
を
含
め
て
内
地
の
政
策
決
定
に
た
だ
従
属
す
る
だ
け
の
外
地

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

開
発
行
政
の
歩
み

第
一
期
(
日
韓
併
合
か
ら
会
社
令
の
廃
止
ま
で
一
一
九
一

0
1

一
九
二

O
年
)

韓
国
に
お
い
て
近
代
的
な
意
味
で
の
開
発
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九

一
O
年
の
日
韓
併
合
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
日
韓
併
合
に
始
ま
る
一
九

一
0
年
代
は
、
朝
鮮
を
併
合
し
た
日
本
が
、
朝
鮮
に
植
民
地
統
治
の
た

一
三
七



め
の
改
革
を
実
施
し
始
め
た
時
間
別
で
あ
る
。
一
方
、
併
合
以
前
の
朝
鮮

王
朝
は
、
ウ
ェ

l
パ
!
の
い
う
{
永
産
国
家
的
な
行
政
体
制
を
と
っ
て
い

た
と
い
え
よ
う
。
君
主
の
統
治
権
は
、
君
、
王
の
私
的
財
産
権
の
行
使
と

も
一
首
え
る
も
の
で
、
そ
の
根
底
に
は
天
下
の
土
地
は
、
す
べ
て
王
の
土

地
で
あ
る
と
い
う
王
土
思
想
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
朝
鮮
に
は
厳
し

い
身
分
制
度
が
あ
り
、
間
班
・
中
入
・
良
人
・
賎
民
と
い
う
四
つ
の
階

級
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
社
会
・
経
済
構
造
を
解
体
し
な
い
と
開
発
を
も
含
め
て
朝

鮮
の
統
治
が
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
総
督
府
は
、
開
発
の
実
行
に
先

が
け
て
ま
ず
「
土
地
調
査
事
業
」
に
着
手
し
た
ο

土
地
調
査
事
業
と
は
、

朝
鮮
総
督
府
が

J

九
一

O
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
行
っ
た
事
業
で
、

問
土
の
精
密
測
量
に
よ
っ
て
課
税
源
を
確
保
し
、
被
民
地
統
治
の
基
盤

を
構
築
す
る
と
こ
ろ
に
目
的
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
総
督
府
は
当

時
の
封
建
的
土
地
所
有
者
に
土
地
の
所
在
、
地
目
、
地
籍
、
決
数
な
ど

を
申
告
さ
せ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
土
地
の
地
価
を
決
定
し
、
課
税
上
の

基
礎
資
料
と
し
た
。
こ
う
し
た
土
地
調
査
事
業
は
、
朝
鮮
の
社
会
に
大

き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
ま
ず
、
土
地
調
査
事
業
に
よ
り
新
た
な
地

主
階
級
に
な
っ
た
雨
班
官
僚
(
全
農
家
戸
数
の
一
二
.
四
%
に
す
ぎ
な
い
)

が
、
全
農
地
の
五

0
.
一
二
%
を
占
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、

以
前
か
ら
土
地
を
耕
作
し
て
い
た
世
襲
的
農
民
た
ち
は
土
地
に
対
す
る

一
切
の
権
利
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
小
作
人
に
転
落
し
て
し
ま
っ

た
。
相
朝
鮮
総
督
府
は
従
来
の
王
室
財
産
や
所
有
者
が
不
明
な
山
林
と
河

八白

川
敷
地
な
ど
を
国
有
地
に
編
入
さ
せ
た
後
、
こ
れ
を
東
洋
拓
殖
株
式
会

松
や
日
本
人
に
払
い
下
げ
た
。
そ
の
た
め
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の
所
有

地
は
徐
々
に
増
え
、
一
九
二

0
年
代
末
に
は
九

O
、七

O
O町
歩
に
な
っ

て
い
た
。
特
に
山
林
に
つ
い
て
は
、
総
面
積
の
五
八
・
。
%
を
日
本
人

が
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

土
地
調
査
事
業
を
担
当
し
た
総
督
府
の
行
政
機
構
は
臨
持
土
地
調
査

局
で
あ
り
、
こ
れ
は
土
地
調
査
期
間
中
に
限
り
設
置
さ
れ
た
。
調
査
局

は
、
朝
鮮
全
土
の
土
地
所
有
実
態
や
価
格
を
調
べ
、
土
地
の
測
量
を
す

る
と
と
も
に
地
籍
剖
を
作
成
し
た
。
調
査
局
に
は
、
政
務
総
監
が
兼
任

す
る
総
裁
を
中
心
に
、
専
任
職
と
し
て
副
総
裁
以
下
六
一
人
の
職
員
が

配
属
さ
れ
た
の
土
地
調
査
局
の
土
地
査
定
に
つ
い
て
不
服
の
あ
る
者
は
、

中
央
と
地
方
に
設
け
ら
れ
た
土
地
調
査
委
員
会
に
異
議
を
申
立
て
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
そ
の
裁
決
に
対
し
て
再
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
の

土
地
調
査
事
業
と
並
ぶ
も
の
と
し
て
会
社
令
の
発
布
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
ο

会
社
令
と
は
、
朝
鮮
で
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
は
朝
鮮

総
督
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
の
命
令
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
を
日
本
の
商
品
販
売
市
場
と
し
て
支
配
す
る
た
め

に
、
民
族
資
本
の
形
成
を
防
止
し
、
朝
鮮
自
ら
の
工
業
化
を
抑
制
す
る

政
策
で
あ
っ
た
c

一
九
」

O
年
か
ら
の
一

0
年
間
で
、
朝
鮮
に
お
い
て

設
立
さ
れ
た
会
社
は
、
わ
ず
か
二
じ

O
社
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

朝
鮮
総
督
府
は
、
こ
う
し
た
基
本
政
策
が
成
功
裡
の
う
ち
に
完
了
す



る
と
、
本
格
的
な
開
発
事
業
に
取
り
か
か
り
、
ま
ず
、
鉄
道
や
港
湾
の

開
発
を
、
次
に
、
道
路
と
河
川
開
発
を
行
っ
た
。

イ

交

通

開

発

日
韓
併
合
以
前
か
ら
割
引
鮮
半
島
で
は
利
権
を
め
ぐ
る
欧
米
列
強
の
激

し
い
競
り
合
い
が
あ
り
、
そ
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
主
に
鉄
道
敷
設
権

や
鉱
山
・
山
林
開
発
権
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
鉄
道
敷
設
権
は
、
植

民
地
開
発
に
熱
心
で
あ
っ
た
各
国
に
お
い
て
、
摘
民
地
開
発
に
つ
な
が

る
重
要
な
国
策
事
業
の
一
っ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
日
本
も
そ
の
例
外

で
は
な
か
っ
た
。
日
本
は
特
に
、
鉄
道
敷
設
機
に
強
い
関
心
を
み
せ
、

-
八
九
七
年
に
は
、
京
仁
線
(
ソ
ウ
ル
|
仁
川
)
の
鉄
道
敷
設
権
を
も
っ

て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
モ
ル
ス
か
ら
そ
の
権
利
を
買
収
し
、
ま
た
京
義
線

(
ソ
ウ
ル

i
新
義
州
)
の
鉄
道
敷
設
権
を
一
九

O
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
人

グ
リ
グ
か
ら
手
に
入
れ
た
。
日
韓
併
合
以
降
に
も
総
督
府
は
鉄
道
局
を

設
置
し
、
鉄
道
建
設
を
続
け
、
一
九

-
O
i
二
O
年
の
聞
に
湖
南
線
(
大

凹
|
木
浦
一
一
一
六
一
回
)
、
京
一
冗
線
(
龍
山
l
一
冗
山
一
一
一
二
三
回
)
な

ど
の
、
玉
要
な
路
線
を
開
通
さ
せ
た
。
湖
南
線
は
穀
倉
と
い
わ
れ
る
湖
南

平
野
の
米
穀
の
増
産
や
搬
出
を
目
的
と
す
る
路
線
で
あ
り
、
京
元
線
は

黄
海
と
日
本
海
を
結
ぶ
鉄
道
で
、
無
煙
炭
の
日
本
搬
出
の
た
め
の
路
線

で
あ
っ
た
。

鉄
道
開
発
が
朝
鮮
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
ま
ず
、

鉄
道
路
線
を
中
心
に
し
て
都
市
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
商
工
業
が
起
こ

り
始
め
、
従
来
の
自
給
自
足
型
経
済
は
市
場
型
経
済
に
変
化
し
た
。
ま

た
、
安
価
な
大
量
交
通
手
段
で
あ
る
鉄
道
は
地
域
間
の
人
的
・
物
的
移

動
を
促
進
さ
せ
、
朝
鮮
の
伝
統
的
な
社
会
体
制
を
崩
壊
さ
せ
る
一
翼
を

担
っ
た
と
言
え
る
。

一
方
、
こ
の
時
期
の
道
路
開
発
は
、
一
九
一
年
に
制
定
・
公
布
さ

れ
た
朝
鮮
総
督
府
の
「
道
路
規
則
」
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
道
路
規
則

に
は
道
路
の
種
類
、
管
理
や
費
用
の
負
担
方
法
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
全
開
の
道
路
計
画
が
可
能
に
な
っ
た

υ

総
督
府
は
、

-
九
一
一
年
か
ら
「
第
…
期
治
道
事
業
L

を
開
始
し
、
こ
の
事
業
が
終

了
す
る
(
九
…
七
年
ま
で
に
総
延
長
二
、
六
九
四
加
の
道
路
を
建
設
し

た
。
「
第
一
期
治
遂
事
業
」
は
、
満
州
へ
の
進
出
を
念
頭
に
置
い
た
軍

事
お
よ
び
産
業
道
路
の
開
発
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
内
の
治

安
確
保
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

ロ
河
川
開
発

一
九
一
四
年
、
総
督
府
は
、
河
川
取
締
規
則
を
制
定
・
公
布
し
、
自

由
に
利
用
さ
れ
て
い
た
河
川
の
取
締
り
を
開
始
し
た
。
こ
の
規
則
の
内

容
は
全
国
の
十
五
の
主
要
河
川
は
総
督
府
が
、
そ
の
他
の
河
川
は
道
知

事
が
管
轄
し
、
河
川
や
河
川
敷
地
の
利
用
を
管
轄
官
庁
の
許
可
事
項
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
河
川
取
締
り
の
実
施
に
よ
り
河
川
改
修
の
必
要

性
を
認
識
し
た
総
督
府
は
「
第
…
期
河
川
調
査
」
を
行
い
、
主
要
河
川

の
気
象
・
水
位
・
流
量
調
査
を
実
施
し
た
。
し
か
し
、
調
査
の
結
果
は
、

fL 



朝
鮮
の
河
川
は
、
河
川
の
最
大
流
量
と
最
少
流
量
の
差
が
非
常
に
潟
く
、

ま
た
流
出
量
の
比
率
も
高
い
の
で
、
資
源
と
し
て
の
価
値
が
低
い
と
い

う
内
容
で
あ
っ
た
。

こ
の
河
川
調
査
と
並
行
し
て
実
施
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
調
査
は
、
水

力
関
発
の
た
め
の
「
朝
鮮
水
力
調
査
事
業
」
で
あ
る
。
水
力
調
査
事
業

と
は
、
主
要
河
川
に
つ
い
て
電
力
開
発
の
可
能
性
を
4

調
査
し
た
も
の
で

あ
る
。
第
一
期
の
調
査
は
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
行
わ
れ
、

調
査
の
結
果
、
八

O
カ
所
の
水
力
地
点
が
確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
当

時
は
水
力
発
電
の
技
術
が
あ
ま
り
進
歩
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
「
朝

鮮
に
は
水
力
(
発
電
水
力
資
源
)
が
な
い
」
と
い
う
指
摘
も
少
な
く
な

か
っ
た
c第

二
期
(
会
社
令
の
廃
止
か
ら
満
州
事
変
の
勃
発
ま
で
一
一
九

二一

I
一
九
三
一
年
)

第
二
期
に
入
る
と
、
朝
鮮
総
督
府
の
政
策
は
変
化
の
兆
候
を
見
せ
始

め
た
。
一
九
一
九
年
の
ゴ
了
一
独
立
運
動
の
結
果
、
日
本
政
府
は
朝
鮮

総
督
府
官
制
を
改
正
し
、
総
督
の
任
用
資
格
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
総

管
に
箪
統
帥
権
を
認
め
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
政
治
」
を
実

施
し
た
。
朝
鮮
総
督
府
は
、
日
本
国
内
の
資
本
を
朝
鮮
に
受
け
入
れ
る

た
め
に
、
一
九
二

0
年
四
月
に
会
社
令
を
廃
止
し
、
日
本
資
本
が
本
格

的
に
朝
鮮
へ
進
出
す
る
遂
を
開
い
た
。
日
本
資
本
の
進
出
に
よ
っ
て
朝

鮮
で
は
、
朝
鮮
鉄
道
十
二
年
計
画
や
第
二
次
水
力
調
査
、
そ
し
て
第
二

一
四

O

期
治
道
事
業
と
、
道
路
・
治
水
・
港
湾
建
設
計
画
が
樹
立
、
実
施
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
会
社
令
の
廃
止
以
後
、
朝
鮮
の
産
業
部
門
に
は
、

次
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
。
一
九
一
二
一
年
一
一
月
の
「
朝
鮮
工
業

協
会
報
」
に
よ
る
と
、
一
九
二
一
年
の
会
社
数
は
七
二
入
社
で
あ
っ
た

が
、
一
九
三

O
年
に
は
、
お
よ
そ
四
倍
に
増
え
、
二
、
八
九
七
社
に
な
っ

て
い
る
G

ま
た
、
産
業
構
造
(
対
会
社
総
数
比
)
を
み
る
と
、
一
九
二

一
年
の
産
業
構
造
(
第
一
次
産
業

:
0・
六
%
、
第
二
次
産
業
一
一
一

五
.
八
%
、
第
三
次
産
業
一
六
一
ニ
.
六
%
)
は
一
九
一
一
一

O
年
に
な
っ
て

も
あ
ま
り
変
化
は
な
く
(
一
次
産
業
一
七
・
一
一
一
%
、
二
次
産
業
一
二
一
一
.

七
%
、
三
次
産
業
一
六
七
.
。
%
)
、
第
二
期
(
一
九
一

O
年
!
…
九

一
一
一
色
年
)
で
は
商
業
を
中
心
に
す
る
第
三
次
産
業
が
朝
鮮
の
産
業
構
造

に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
朝

鮮
で
設
立
さ
れ
た
商
・
工
業
会
社
の
内
容
を
国
籍
別
に
分
類
す
る
と
、

一
九
二
九
年
現
底
、
日
本
人
が
朝
鮮
の
会
社
の
五
九
%
、
払
込
資
本
の

六
二
%
を
保
有
し
て
い
る
。

一
九
二

0
年
代
後
半
、
世
界
は
大
恐
慌
へ
と
向
か
い
、
産
業
の
沈
滞

と
失
業
者
の
急
指
、
イ
ン
フ
レ
な
ど
で
、
各
国
は
そ
の
解
決
の
た
め
に

苦
悩
し
て
い
た
。
日
本
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
不
況

の
突
破
策
と
し
て
立
て
ら
れ
た
朝
鮮
関
連
の
代
表
的
な
開
発
計
画
が
朝

鮮
鉄
道
十
二
年
計
画
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
、
全
朝
鮮
商
工
会
議
所
は
、

日
本
政
府
に
景
気
回
復
策
(
産
業
振
興
計
爾
、
鉄
道
建
設
、
港
湾
改
築
、

治
山
治
水
事
業
な
ど
)
の
樹
立
を
要
求
し
、
ま
た
日
本
の
帝
国
鉄
道
協



会
も
経
済
の
沈
滞
か
ら
の
回
復
策
と
し
て
、
朝
鮮
で
の
新
た
な
鉄
道
建

設
を
中
心
に
大
規
模
な
土
木
工
事
を
実
施
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う

建
議
を
、
日
本
政
府
と
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
う
し
た
要
請
に
応
じ
て

一
九
一
~
七
年
に
朝
鮮
鉄
道
十
-
一
年
計
闘
が
帝
国
議
会
を
通
過
し
た
の
で

あ
る
。イ

交

通

開

発

第
二
期
の
鉄
道
開
発
の
基
本
は
、
前
述
し
た
朝
鮮
鉄
道
十
二
年
計
爾

で
あ
る
。
朝
鮮
鉄
道
十
二
年
計
画
と
は
、

F

九
三
七
年
か
ら

A

九
三
九

年
ま
で
の
二
一
年
間
に
わ
た
っ
て
五
路
線
(
図
門
線
、
恵
山
線
、
満
浦

線
、
東
海
線
、
慶
全
線
)
の
総
延
長
島
、
一
二
七
九
回
の
鉄
道
を
建
設
す

る
と
と
も
に
五
個
の
私
設
鉄
道
三
回
八
凶
を
買
収
し
、
既
符
の
線
路
と

車
両
を
改
善
す
る
と
い
う
計
図
で
あ
る
。
こ
の
路
線
の
中
で
、
図
門
線
、

恵
山
線
、
満
浦
線
は
い
ず
れ
も
朝
鮮
の
国
壌
に
接
す
る
も
の
で
、
資
源

開
発
と
国
防
が
目
的
で
あ
り
、
他
の
二
つ
の
新
設
線
は
朝
鮮
学
島
の
東

海
(
日
本
海
)
を
結
ぶ
路
線
(
東
海
線
)
と
朝
鮮
南
部
の
東
西
を
結
ぶ

路
線
(
慶
全
線
)
で
あ
る
。
十
二
年
計
爾
の
目
的
に
つ
い
て
朝
鮮
総
督

府
鉄
道
局
の
『
朝
鮮
鉄
道
論
纂
』
は
「
国
内
(
朝
鮮
)
産
業
経
済
の
発

展
に
資
す
る
」
こ
と
と
「
満
蒙
一
帯
と
の
問
に
彼
我
経
済
的
結
合
を
強

固
に
す
る
」
こ
と
の
こ
つ
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
か

ら
み
る
と
、
こ
の
計
画
は
経
済
的
な
聞
に
章
一
点
を
置
い
た
計
画
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
こ
の
燃
問
中
、
主
に
行
わ
れ
た
第
二
期
沿
道
事
業
は
、
一
九

一
七
年
に
終
わ
っ
た
第
一
期
治
道
計
樹
の
成
功
を
受
け
て
、
一
九

4

八

年
か
ら
六
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
計
顕
で
あ
り
、
そ
の
期
間
中
に
道

路
、
八
八

O
M
と
橋
梁
九
カ
所
を
建
設
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
第
一
次
世
界
大
戦
や
満
州
事
変
な
ど
の
国
際
環
境
の
変

化
と
朝
鮮
と
日
本
の
経
済
懇
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
計
画
は
，
九
一
一
一
八
年

ま
で
延
長
さ
れ
た
ら
こ
の
第

4

一
期
治
遂
事
業
中
に
は
い
わ
ゆ
る
大
陸

ル
!
ト
と
呼
ば
れ
る
「
安
泰
ル

l
ト
」
と
「
北
鮮
ル

i
ト
」
が
整
備
さ

れ
、
鉄
道
路
線
と
相
互
補
完
関
係
を
形
成
し
た
。

ま
た
道
路
建
設
は
千
申
告
に
よ
る
被
災
民
雇
用
の
救
済
事
業
と
し
て
の

機
能
も
持
ち
、
院
九
二
五
年
と
一
九
二
八
年
の
子
答
期
に
は
、
こ
の
趣

旨
に
基
づ
い
て
五
二
五
切
の
道
路
が
建
設
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

総
督
府
の
道
路
規
則
は
道
路
建
設
の
際
、
近
隣
住
民
に
夫
役
の
義
務
を

規
定
し
、
無
賃
金
の
労
働
奉
仕
か
、
そ
の
か
わ
り
と
し
て
の
代
納
金
を

付
加
さ
せ
た
た
め
、
道
路
建
設
は
住
民
た
ち
の
不
満
の
対
象
で
も
あ
っ

た。
-
げ
つ
け
H
H刊
文
色

[

訂

v
l
j
n
u
V
2ゐ

一
九
二

0
年
代
に
入
る
と
、
総
督
府
は
一
九
一
四
年
の
、
刈
川
調
査
の

結
果
に
基
づ
い
て
本
格
的
な
川
川
改
修
ド
ム
事
を
開
始
し
た
r
第
二
期
(
.

九
二
…

i
一
九
二
二
年
)
に
行
わ
れ
た
改
修
工
事
は
、
朝
鮮
で
最
も
主

要
な
河
川
で
あ
る
漢
江
、
洛
東
江
、
大
同
江
を
含
む
六
つ
の
直
轄
河
川

四



の
工
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
河
川
改
修
は
主
に
堤
防
改
修
と
護
岸
工
事
で

あ
り
、
洪
水
の
減
少
に
よ
る
食
糧
増
産
と
水
運
の
活
性
化
に
寄
与
し
た
。

当
時
の
河
川
水
運
の
内
容
を
み
る
と
、
取
り
扱
い
貨
物
量
は
朝
鮮
北
部

の
大
同
江
(
七
三
万
ト
ン
)
、
載
寧
江
(
一
九
万
ト
ン
)
、
南
部
の
錦
江

(
一
三
万
ト
ン
)
、
漢
江
(
一
一
万
ト
ン
)
の
順
で
あ
っ
た
。
ま
た
水

運
の
主
要
貨
物
は
、
北
部
は
石
炭
・
鉱
石
・
木
材
で
、
南
部
は
米
穀
・

塩
・
雑
貨
で
あ
っ
た
。

ま
た
総
督
府
は
、
こ
う
し
た
河
川
改
修
工
事
と
は
別
に
、
一
九
一
一
一
一

年
か
ら
第
二
次
水
力
調
査
事
業
を
開
始
し
、
翌
年
に
は
総
督
府
逓
信
局

に
水
力
調
査
を
担
当
す
る
臨
時
水
力
調
査
課
を
設
置
し
た
。
一
九
二
九

年
に
終
わ
っ
た
第
二
次
水
力
調
査
に
よ
る
と
、
朝
鮮
で
確
認
さ
れ
た
水

力
地
点
は
一
五

O
カ
所
で
、
こ
れ
は
第
一
次
調
査
の
二
倍
に
の
ぼ
り
、

理
論
発
電
量
も
第
一
次
調
査
の
五
一
倍
で
あ
る
二
九
四
万
聞
で
あ
っ

た。
第
二
期
の
水
力
開
発
の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

朝
鮮
北
部
の
赴
戦
江
の
水
力
開
発
で
あ
る
。
赴
戦
江
の
水
力
開
発
を

行
っ
た
の
は
、
九
州
の
新
興
財
関
で
あ
る
日
本
窒
素
肥
料
株
式
会
社
が

設
立
し
た
朝
鮮
水
電
株
式
会
社
で
あ
っ
た
。
日
本
窒
素
肥
料
株
式
会
社

は
電
力
多
消
費
型
産
業
で
あ
る
大
規
模
の
肥
料
工
場
を
朝
鮮
に
建
設
す

る
計
画
を
立
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
水
力
開
発
の
た
め
の
朝
鮮
水
力
株

式
会
社
と
朝
鮮
窒
素
肥
料
株
式
会
社
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
赴
戦
江

に
は
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
一
一
一
一
一
年
ま
で
に
合
計
四
カ
所
の
発
電
所
が

四

完
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
窒
素
肥
料
株
式
会
社
の
自
家
用
水
力
発

電
所
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

第
三
期
(
満
州
事
変
か
ら
敗
戦
ま
で
一
一
九
三
ニ

1
一
九
四
五

年
)

一
九
二
三
年
の
満
州
事
変
以
後
、
日
中
戦
争
を
経
て
、
敗
戦
に
い
た

る
一
九
四
五
年
ま
で
の
第
三
期
は
、
朝
鮮
に
日
本
の
資
本
が
積
極
的
に

唯
一
出
し
、
朝
鮮
経
済
が
完
全
に
日
本
経
済
一
闘
に
編
入
さ
れ
た
時
期
で
あ

る
。
日
本
の
資
本
が
朝
鮮
に
本
格
的
な
進
出
を
始
め
た
き
っ
か
け
の
一

つ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
二

0
年
代
後
半
の
経
済
恐
慌
で
あ
っ
た
。

資
本
勢
力
は
恐
慌
の
突
破
策
と
し
て
、
安
全
で
高
い
利
潤
の
獲
得
が
保

障
さ
れ
る
新
し
い
投
資
市
場
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

対
象
地
域
が
朝
鮮
と
さ
れ
た
理
由
は
、
電
力
や
労
働
力
を
安
価
に
確
保

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
日
本
で
実
施
さ
れ
て
い
た

産
業
関
連
の
法
律
(
特
に
工
場
法
や
産
業
統
制
法
な
ど
)
が
朝
鮮
で
は

適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一

つ
の
要
因
は
、
日
本
の
中
国
侵
略
に
伴
う
朝
鮮
の
工
業
化
の
必
要
性
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
遂
行
の
た
め
の
軍
事
兵
姑
基
地
と
し
て
、
朝

鮮
の
北
部
に
は
豊
富
な
電
力
と
地
下
資
源
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
三
期
の
開
発
行
政
の
指
針
に
な
っ
た
一
九
三
六
年
の
朝
鮮
産
業
経

済
調
査
会
の
答
腕
は
、
朝
鮮
の
工
業
部
門
に
つ
い
て
「
国
策
上
重
要
ナ

ル
工
業
ニ
付
テ
ハ
特
別
ノ
振
興
策
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
」
と
述
べ
て
い
る
。



そ
の
、
主
要
な
内
容
は
、
朝
鮮
に
製
鉄
業
・
軽
金
属
工
業
・
造
船
業
・
自

動
車
及
び
飛
行
機
組
立
修
理
工
業
等
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
交

通
・
運
輸
・
電
力
・
用
水
・
産
業
教
育
に
関
す
る
集
約
的
・
合
理
的
な

施
設
を
設
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
の
工
業
化
の
推
移
を
み
る
と
、
〈
表
l
〉
の
通
り
で
あ
る
。

以
上
の
〈
表
1
v
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
三
期
か
ら
朝
鮮
の

工
業
は
量
的
・
質
的
に
増
加
し
、
変
化
し
て
き
で
お
り
、
特
に
軍
需
産

業
に
関
連
し
た
重
化
学
工
業
の
比
重
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る。
こ
の
期
間
中
、
行
わ
れ
た
主
な
開
発
計
画
と
し
て
は
、
「
第
二
期
治

道
事
業
」
の
修
正
計
爾
、
電
力
開
発
計
画
、
第
一
・
二
次
産
米
増
産
計

画
、
農
村
経
済
更
生
計
画
、
朝
鮮
鉄
道
十
二
年
計
闘
が
あ
げ
ら
れ
る
。

イ
交
通
開
発

第
三
期
(
一
九
三
二

l
一
九
四
五
年
)
は
朝
鮮
鉄
道
十
二
年
計
額
三

九
二
七
!
一
九
三
九
年
)
の
最
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
計
一
闘
の
主
要
目
的

で
あ
っ
た
五
新
線
(
図
門
線
、
恵
山
線
、
満
浦
線
、
東
海
線
、
慶
全
線
)

の
建
設
は
、
図
門
線
、
恵
山
線
、
満
浦
線
の
三
つ
の
路
線
は
計
爾
通
り

完
成
し
た
が
、
他
の
二
つ
の
路
線
は
敗
戦
ま
で
に
主
成
を
み
な
か
っ
た
。

完
成
し
た
三
つ
の
路
線
は
す
べ
て
満
州
に
通
じ
る
ル

l
ト
で
あ
り
、
朝

鮮
総
督
府
の
『
施
政
二
十
五
年
史
』
に
朝
鮮
の
図
門
線
、
満
州
国
の
京

阪
線
の
開
通
を
「
東
亜
に
於
け
る
交
通
系
統
の
大
変
革
を
あ
た
え

〈表1>朝鮮の工業化の推移

1 )工場及び労働者の増加状況

2 )工場別の構成状況

工業別 1936 % 1939 % 1943 % 

重化学工業 34 47 49 

化学工業 159、430 27 501，749 34 600，000 29 

金属工業 33，735 5 136.092 9 300，000 14 

機械工業 13，503 2 53、225 4 115.000 6 

統工業 66 53 51 

食料品一工業 199，883 27 328.352 22 400，0∞ 19 

紡績工業 99.477 14 201，351 13 345，000 17 

繊維工業 103，842 14 163.270 11 26.0∞ 
その他 84，932 11 114，233 7 264.000 

ト一一一

gt 制 .802 史 1.498.272I 1∞ 2.050，0∞ 100 I 
lU典:朝鮮銀行調査部 r朝鮮経済年報J 1948年、ただし朴玄燥 r韓国経済構

造論J (ソウル、日月害関、 1986.1ド)、 109頁から待作成。
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た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
大
陸
進
出
の
た
め
の
路

線
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
一
九
三
三
年
に
朝
鮮
北
部
の
「
北

鮮
」
鉄
道
は
満
鉄
に
委
託
さ
れ
、
朝
鮮
の
鉄
道
の
管
理
は
満
鉄
と
朝
鮮

総
督
府
に
二
一
冗
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
他
の
地
域
に
も
新
た
な
鉄
道
建
設

が
行
わ
れ
、
一
九
二
五
年
に
総
延
長
二
、

O
九
二
加
で
あ
っ
た
鉄
道
が

一
九
四
四
年
に
は
五
、
0
0
五
回
ま
で
急
成
長
し
た
こ
と
も
第
三
期
の

特
徴
と
も
い
え
る
。

数
次
に
わ
た
る
計
画
修
正
に
よ
り
延
ば
さ
れ
て
き
た
第
二
期
治
道
事

業
は
計
一
郎
自
擦
の
八
九
%
を
達
成
し
、
一
九
一
二
八
年
に
ご
一
年
間
の
事

業
が
終
わ
っ
た
。
二
々
、
総
督
府
は
こ
の
事
業
と
は
別
に
、
朝
鮮
北
部

の
天
然
資
源
の
開
発
の
た
め
の
北
鮮
拓
殖
道
路
と
国
防
軍
事
道
路
の
改

修
に
着
手
し
た
。
北
鮮
拓
殖
道
路
の
改
修
は
一
九
一
一
一
一
一
年
か
ら
開
始
さ

れ
た

7
二
路
線
・
総
延
長
一
、

O
二
八

M
の
道
路
改
修
事
業
で
あ
り
、

一
九
四
五
年
の
激
戦
時
に
は
計
画
の
七
五
%
を
達
成
し
て
い
た
。
ま
た

軍
事
道
路
の
建
設
・
改
修
事
業
は
、
と
く
に
軍
事
的
に
重
要
性
が
あ
る

道
路
の
改
良
(
北
鮮
道
路
・
ソ
ウ
ル

l
清
津
間
道
路
な
ど
)
と
橋
の
架

設
、
自
動
車
専
用
道
路
の
建
設
(
ソ
ウ
ル
|
仁
川
、
ソ
ウ
ル
飛
行
場

な
ど
)
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。

ロ
河
川
開
発

一
九
二
0
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
直
轄
河
川
の
改
修
工
事
は
一
九
四
五

年
の
敗
戦
ま
で
継
続
さ
れ
、
主
要
河
川
の
改
修
は
一
九
四
一
一
一
年
頃
完
了

四
i羽

し
た
。
こ
う
し
た
直
轄
河
川
の
改
修
が
終
わ
る
と
、
総
督
府
は
窮
民
救

済
事
業
・
時
局
応
急
土
木
事
業
・
地
方
振
興
土
木
事
業
の
名
の
下
に
、

地
方
の
財
政
難
の
た
め
に
繋
備
さ
れ
て
い
な
い
中
小
河
川
の
改
修
事
業

に
着
手
し
た
。
さ
ら
に
食
糧
増
産
の
た
め
の
河
川
改
修
も
-
九
四
一
二
年

か
ら
行
わ
れ
た
が
、
敗
戦
に
よ
り
工
事
は
中
止
さ
れ
た
c

水
力
開
発
に
日
を
移
す
と
、

A

九
二
九
年
に
終
わ
っ
た
第
二
次
水
力

調
資
事
業
の
後
、
総
督
府
は
本
格
的
な
水
力
開
発
に
移
っ
た
。
朝
鮮
が

水
力
開
発
の
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
現
出
は
、
安
い
補
償
費
と
慾
設
費
、

豊
富
な
水
旦
一
塁
な
ど
の
有
利
な
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
電
力
開
発

方
式
と
し
て
は
、
大
貯
水
池
を
も
っ
流
域
変
吏
方
式
と
大
ダ
ム
方
式
を

採
択
し
、
発
電
力
を
増
加
さ
せ
た
が
、
そ
の
結
果
、
数
多
く
の
水
没
に

よ
る
移
住
民
を
生
み
出
し
た
r

第
三
期
中
に
一
一
個
の
水
力
発
霞
府
ダ

ム
が
完
成
し
、
そ
の
結
果
朝
鮮
は
一

O
、
九
三
九
州
の
発
電
量
を
も

つ
こ
と
に
な
っ
た
c

従
っ
て
、
発
電
施
設
が
密
集
し
て
い
る
朝
鮮
の
北

部
地
域
で
は
、
電
力
多
消
費
裂
の
工
業
で
あ
る
肥
料
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム
・
電
気
製
鉄
・
カ
ー
バ
イ
ド
工
業
な
ど
が
発
達
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
に
日
本
資
本
に
大
き
な
利
益
を
与
え
た
朝
鮮
の
電
力
開

発
も
、
朝
鮮
の
民
衆
に
と
っ
て
は
利
益
と
な
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
。

一
九
四
一
年
の
電
気
普
及
率
を
見
る
と
、
金
問
平
均
は
-
七
%
で
、
朝

鮮
在
住
の
日
本
人
へ
の
普
及
は
ほ
ぼ
一
0
0
%
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、

朝
鮮
人
へ
の
普
及
は
二
二
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
口
ま
た
水
没
に
伴
う
住

民
補
償
問
題
に
お
い
て
、
総
督
府
は
行
政
権
力
や
警
察
権
力
を
動
員
し



た
O

『
朝
鮮
電
気
事
業
史
』
は
、
水
没
土
地
の
買
収
と
住
民
の
移
転
の
際
、

水
力
開
発
会
社
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
行
政
組
織
と
警
察
力
も
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

開
発
行
政
の
特
徴

ブ
ル
ー
ス
・
カ
ミ
ン
グ
ス
は
、
朝
鮮
総
督
府
の
役
割
と
機
能
は
、

「
日
本
本
土
の
利
議
の
た
め
に
朝
鮮
人
全
体
を
組
織
し
、
そ
し
て
搾
取

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
日
本
の
朝
鮮
統
治
は
、

日
本
の
政
治
・
経
済
の
論
理
を
、
日
本
の
利
益
の
た
め
に
朝
鮮
に
楠
え

付
け
た
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
朝
鮮
の
開
発
行
政
は
、
日
本

の
国
家
権
力
の
一
つ
で
あ
る
総
督
府
と
日
本
の
巨
大
資
本
が
共
同
し
て

行
っ
た
植
民
地
型
開
発
で
あ
る
。

朝
鮮
の
開
発
政
策
に
お
い
て
日
本
の
国
家
権
力
が
一
つ
の
重
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
総
督
府
の
開
発
行

政
組
織
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

当
時
の
総
督
府
の
開
発
行
政
組
織
を
み
る
と
〈
図
1
〉
の
通
り
で
あ

マ心。
以
下
の
〈
図
1
〉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
総
督
府
の
開
発
行
政

組
織
は
、
総
督
官
房
の
土
木
局
、
内
務
部
の
地
方
局
、
そ
し
て
農
商
工

部
の
殖
産
・
商
工
課
が
主
要
な
役
割
を
来
た
し
た
。
ま
た
所
属
官
署
と

し
て
鉄
道
局
・
逓
信
局
・
臨
時
土
地
調
査
局
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
内
、

中
枢
院
は
副
議
長
以
下
、
顧
問
・
参
議
・
副
参
議
が
旧
朝
鮮
王
朝
の
退

…
悶
五

(土地調査)

〈図 1>朝鮮総督府の開発行政組織

(7]<カ調査)



職
官
吏
か
ら
な
る
総
督
の
諮
問
機
関
で
あ
っ
た
が
、
形
式
的
な
機
関
で

あ
っ
た
た
め
、
朝
鮮
人
は
重
要
な
国
策
(
特
に
関
発
行
政
)
の
決
定
に

参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

地
方
に
目
を
む
け
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
。
〈
図
2

〉

の
よ
う
に
地
方
行
政
組
織
と
し
て
は
、
道
(
一
三
)
、
府
三
二
)
、
郡

(
一
ニ
一
七
)
、
面
(
四
、
一
三
ゴ
乙
が
設
け
ら
れ
た
が
、
地
方
の
行
政

組
織
の
改
編
に
対
す
る
人
心
の
動
揺
の
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
改

編
は
中
央
機
関
よ
り
三
年
遅
れ
て
一
九
一
一
二
年
に
実
施
さ
れ
た
。
各
道

に
は
長
官
官
房
・
内
務
部
・
財
務
部
が
設
け
ら
れ
、
内
務
部
は
開
発
関

連
の
農
林
・
水
曜
・
商
工
の
業
務
を
担
当
し
た
。
ま
た
首
長
(
道
の
長

官
、
府
の
府
弔
ア
)
の
諮
問
機
関
と
し
て
朝
鮮
人
の
参
与
官
(
道
)
・
参

事
(
府
、
郡
)
を
置
い
た
が
、
こ
れ
も
や
は
り
単
な
る
名
誉
職
に
す
ぎ

ず
、
地
方
段
階
の
開
発
行
政
に
も
朝
鮮
人
は
参
加
で
き
な
か
っ
た
。

要
す
る
に
、
朝
鮮
に
対
す
る
日
本
の
開
発
行
政
は
、
強
力
な
帝
国
主

義
の
国
家
権
力
(
官
僚
・
警
察
・
軍
隊
な
ど
)
と
日
本
の
独
占
資
本
勢

力
に
よ
る
植
民
地
型
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
述
し

た
交
通
・
河
川
開
発
の
よ
う
な
関
発
政
策
は
、
朝
鮮
の
た
め
で
は
な
く

日
本
の
た
め
の
国
家
戦
略
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
ま
た
そ
れ
は
日

本
国
内
経
済
の
補
完
と
日
本
資
本
の
最
大
利
益
の
確
保
を
主
眼
と
し
て

い
た
た
め
、
朝
鮮
に
と
っ
て
は
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
奇
形
的
な
産
業
構

造
を
も
た
ら
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
が
行
っ
た
交
通
・
河
川
開
発
が
、

韓
国
の
そ
の
後
の
近
代
化
と
経
済
成
長
に
貢
献
し
た
こ
と
を
す
べ
て
否

一
四
六

〈図 2>朝鮮の地方の開発行政組織



定
は
で
き
な
い
が
、
既
述
の
通
り
日
本
の
朝
鮮
開
発
は
日
本
の
政
治
・

経
済
的
な
目
的
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
以
下
、
そ
の
問
題

点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
道
路
・
鉄
道
開
発
は
、
日
本
の
軍
事
・
経
済
的
目
的

(
大
陸
進
出
と
資
源
開
発
、
物
資
搬
出
)
を
果
た
す
手
段
と
し
て
行
わ

れ
、
朝
鮮
半
島
を
縦
断
す
る
形
態
(
南
北
縦
断
型
)
を
と
っ
て
い
る
が
、

横
断
す
る
形
態
の
道
路
や
鉄
道
建
設
は
少
な
か
っ
た
。
次
に
、
河
川
開

発
を
み
る
と
、
と
く
に
、
水
力
開
発
は
、
安
価
な
動
力
源
を
確
保
し
よ

う
と
す
る
資
本
勢
力
と
大
陵
進
出
を
図
っ
て
い
た
軍
国
主
義
勢
力
と
の

利
益
の
合
致
点
と
も
い
え
る
、
だ
ろ
う
。
朝
鮮
で
生
産
さ
れ
た
安
価
な
電

力
の
七
七
%
は
、
化
学
工
業
・
鉱
業
・
金
属
工
業
部
門
が
消
費
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
電
力
開
発
の
植
民
的
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
朝
鮮
の
民
衆
は
日
本
の
「
土
地
調
査
事
業
」
に
よ
っ
て
土

地
か
ら
分
離
さ
れ
、
農
村
の
余
剰
人
口
と
し
て
残
さ
れ
た
。
「
土
地
調

査
事
業
」
は
朝
鮮
の
封
建
社
会
を
崩
壊
さ
せ
た
た
め
、
こ
の
事
業
が
終

わ
る
と
朝
鮮
で
は
資
本
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級

が
登
場
し
始
め
た
。
だ
が
、
朝
鮮
で
実
質
的
な
資
本
勢
力
と
し
て
現
れ

た
の
は
民
族
資
本
で
は
な
く
、
日
本
の
旧
財
閥
を
中
心
と
す
る
独
・
占
資

本
で
あ
っ
た
。
農
民
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
は
、
農
業
部

門
の
安
価
な
小
作
農
民
と
し
て
、
満
州
開
発
の
た
め
の
移
住
者
と
し
て
、

ま
た
は
工
業
化
に
伴
う
安
価
な
労
働
者
と
し
て
、
定
着
し
て
い
っ
た
。

彼
ら
は
地
主
や
日
本
の
資
本
勢
力
に
対
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
に
立
ち
上
が

のる
通ここ
りのと
で時は
あ期あ
るのつ
。開た
発が

立百
註設
、策
I:そ
いの
を も
単
純?
化 Jよ

Z長
2長
ば芸
〈か
図つ
3 たき

日本の独占資本

朝鮮内の日本資本

ーー→，

4時-

日本の国家権力

開発

一
四
七 朝鮮民衆

〈図3>朝鮮の開発行政の構造



四

む
す
び

以
上
、
日
本
の
朝
鮮
統
治
に
お
け
る
開
発
行
政
の
歩
み
を
、
交
通
・

河
川
開
発
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
「
植
民
地
と
し
て
の
朝
鮮
」
に

と
っ
て
当
時
の
開
発
行
政
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

の
一
応
の
把
握
が
で
き
た
よ
う
に
恩
う
。
そ
こ
で
「
む
す
び
」
と
し
て

横
民
地
時
代
の
開
発
行
政
が
韓
国
に
残
し
た
現
在
に
至
る
「
歯
形
」
す

な
わ
ち
「
遺
産
」
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
日
本
の
朝
鮮
に
お
け
る
開
発
行
政
が
そ
の
後
の
韓
国

の
産
業
構
造
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
植
民
地
時
代
、

戦
鮮
半
島
へ
の
日
本
の
開
発
政
策
の
基
本
方
針
は
「
南
農
北
工
」
と
い

わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
朝
鮮
半
島
の
南
部
は
農
業
中
心
に
、
北
部
は
工
業

中
心
と
す
る
政
策
」
で
、
実
際
に
南
部
は
米
穀
の
七
割
、
紡
績
工
業
の

八
割
、
食
料
品
工
業
の
六
割
を
、
北
部
は
電
力
と
金
属
・
化
学
工
業
の

八
割
以
上
を
担
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ

速
に
よ
る
国
土
の
南
北
分
断
は
、
南
・
北
の
双
方
に
と
っ
て
経
済
の
自

立
不
可
能
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
交
通
・
河
川
開
発
を

み
る
と
、
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
日
本
の
必
要
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、

朝
鮮
に
と
っ
て
は
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
開
発
で
あ
っ
た
。
鉄
道
・
道
路

開
発
は
、
日
本
の
大
陸
進
出
の
た
め
の
「
朝
鮮
半
島
縦
断
型
」
と
、
天

然
資
源
の
開
発
の
た
め
の
「
資
源
開
発
型
」
、
そ
し
て
食
糧
・
資
源
の

四
A 

日
本
へ
の
搬
出
の
た
め
の
「
港
湾
連
絡
型
」
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。

河
川
開
発
は
、
食
糧
増
産
な
ら
び
に
水
運
活
性
化
の
た
め
の
一
時
川
改
修

と
、
日
本
の
独
占
資
本
が
専
ら
利
用
す
る
た
め
の
水
力
開
発
に
尽
き
る

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
、
つ
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
臼
本
、
主
導
の
開
発
行
政
が
布
か
れ
た
状
況
下
で
、

日
本
の
敗
戦
に
伴
い
、
韓
国
に
経
済
的
空
白
状
態
が
訪
れ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
九
四
五
年
(
敗
戦
前
)
現
在
、
朝
鮮
在

留
日
本
人
が
所
有
し
て
い
た
財
産
は
、
国
民
の
総
財
産
の
八
割
、
製
造

業
資
本
の
九
割
で
あ
り
、
し
か
も
専
門
技
術
者
の
八
割
が
日
本
人
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
敗
戦
に
よ
り
日
本
資
本
が
撤
退
す
る
と
、
韓
国

に
残
さ
れ
た
も
の
は
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
(
施
設
)
だ
け
で
あ
っ
た
。
い

い
か
え
れ
ば
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
(
専
門
技
術
者
・
資
本
な
ど
)
を
失
っ

た
韓
国
経
済
シ
ス
テ
ム
は
結
果
的
に
稼
働
を
停
止
し
た
の
で
あ
る
。

逆
に
日
本
の
敗
戦
が
さ
ほ
ど
大
き
く
影
響
し
な
か
っ
た
分
野
も
あ

る
。
行
政
組
織
な
ら
び
に
行
政
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
で
あ
る
。
品
九
四
二

年
現
在
、
朝
鮮
総
督
府
の
職
員
数
を
み
る
と
、
総
職
員
は
.
五
一
、

0

0
0人
(
普
通
学
校
教
員
を
含
む
)
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
約
半
数
が
朝

鮮
人
で
(
七
四
、

0
0
0人
)
、
し
か
も
高
級
職
員
(
高
等
官
・
判
任
官
)

に
一
六
、

0
0
0人
、
教
員
に
二
八
、

0
0
0人
が
登
用
さ
れ
て
い
だ
。

彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
箪
政
期
を
経
て
韓
国
建
国
後
も
行
政
官
と
し
て
再

び
採
用
さ
れ
、
韓
国
の
開
発
行
政
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か

も
、
韓
国
に
お
い
て
今
な
お
施
行
さ
れ
て
い
る
開
発
行
政
関
連
法
相
続
は
、



日
本
の
植
民
地
支
配
当
時
の
も
の
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
う
な
れ
ば
、
現
在
そ
し
て
将
来
に
わ
た
る
韓
国
の
開
発
行
政
は
、

好
む
と
好
ま
、
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
影
響
を
受
け
続
け
て
い

(
部
)

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
回
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
朝
鮮
統

治
に
お
け
る
開
発
行
政
の
歴
史
研
究
に
は
重
姿
な
意
味
が
あ
り
、
本
稿

に
お
い
て
そ
の
研
究
の
必
要
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
次
第
で
あ

る。
註(

1
)

辻
清
明
編
『
資
料
戦
後
‘
一
十
年
史
I
政
治
』
(
日
本
評
論
社
、

七
年
)
、
「
は
し
が
き
」
か
ら
引
用
。

(
2
)

会
社
令
と
は
、
会
社
の
設
立
要
件
に
朝
鮮
総
督
の
許
可
を
挙
げ
る
な

ど
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
経
済
統
制
上
、
重
一
姿
な
役
割
を
来
た
し
た
命
令

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
会
社
令
の
主
な
条
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
第
一
条
一
会
社
ノ
設
立
ハ
朝
鮮
総
督
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
。
第
二
条
一
朝

鮮
外
ニ
於
テ
設
立
シ
タ
ル
会
社
カ
朝
鮮
ニ
本
庖
又
文
庖
ヲ
設
ケ
ム
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
朝
鮮
総
督
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
。
)
「
会
社
令
」
に
つ
い
て
は
、
小

林
英
夫
『
植
民
地
へ
の
企
業
進
出
l
朝
鮮
会
社
令
の
分
析
』
(
柏
書
房
、
一

九
九
四
年
)
を
参
照
。

(
3
)

勅
令
第
一
一
一
二
関
号
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
朝
鮮
ニ

於
テ
ハ
、
法
律
ヲ
要
ス
ル
事
項
ハ
朝
鮮
総
督
ノ
命
令
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
規
定

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
(
第
一
条
)
。
法
律
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ル

ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
(
第
四
条
)

L

O

(
4
)

「
日
韓
併
合
ニ
関
ス
ル
条
約
」
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
六

「
掛
枠
制
附
皇
帝
陛
下
ハ
韓
国
会
部
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
統
治
権
ヲ
完
全
艮
永
久

ニ
日
本
国
皇
帝
陛
下
ニ
譲
与
ス
(
第
一
条
)
。
日
本
国
泉
符
際
干
ハ
前
条
ニ

掲
ケ
タ
ル
譲
与
ヲ
受
諾
シ
旦
全
然
韓
関
ヲ
日
本
一
散
問
ニ
併
合
ス
ル
コ
ト
ヲ

受
諾
ス
(
第
二
条
)
」
。

(
5
)

溝
口
敏
行
、
梅
村
又
次
編
『
旧
日
本
植
民
地
経
済
統
計
』
(
東
洋
経
済

新
報
社
、
一
九
八
八
年
)
、
八
頁
。

(
6
)

当
時
の
土
地
調
査
事
業
に
つ
い
て
は
、
宮
柏
崎
博
史
『
朝
鮮

1
地
調
査

事
業
史
の
研
究
』
(
汲
台
書
院
、
一
九
九
…
年
)
な
ら
び
に
朝
鮮
総
督
府
『
土

地
調
歪
報
告
主
百
』
(
一
九
一
八
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
7
)

朝
鮮
主
朝
の
土
地
制
度
の
特
徴
は
、
同
家
が
現
職
の
官
吏
に
土
地
を

与
え
、
地
主
に
土
地
に
関
す
る
直
接
の
所
有
権
を
認
め
ず
、
収
租
権
の
み

を
認
定
し
た
こ
と
に
あ
る
。
小
作
農
民
は
土
地
の
耕
作
権
を
自
由
に
売
買

す
る
こ
と
が
で
き
、
地
主
が
勝
手
に
小
作
人
を
す
げ
替
え
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
土
地
調
査
事
業
は
小
作
農
民
が
持
っ
て
い
た
こ
の
権
利
を
ぷ
口

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
8
)

金
儀
遠
『
韓
国
国
土
開
発
史
研
究
』
(
ソ
ウ
ル
、
大
学
図
書
、
一
九
八

一
一
年
)
、
一
一
一
九
九
i
凶
一
七
頁
。

(
9
)

政
務
総
肢
は
親
任
官
で
あ
り
、
総
督
を
補
佐
し
、
府
務
を
総
理
す
る

と
と
も
に
各
部
局
の
事
務
を
監
督
し
た
。
仰
い
し
、
総
督
に
事
飲
が
あ
っ
た

場
合
、
政
務
総
誌
に
よ
る
職
務
の
代
理
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

(
日
)
ブ
ル
ー
ス
・
カ
ミ
ン
グ
ス
は
、
朝
鮮
の
鉄
道
に
つ
い
て
、
「
:
:
:
朝
鮮

と
満
州
に
む
け
て
延
び
て
い
っ
た
鉄
道
網
は
日
本
の
様
民
地
経
営
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
(
中
略
)
:
・
・
:
鉄
道
は
中
心
地
と
尉

辺
部
を
結
び
つ
け
、
市
場
の
拡
張
を
容
易
に
し
、
商
品
の
生
産
・
取
引
、

そ
し
て
消
費
に
要
す
る
時
間
を
短
縮
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
軍
隊
の
込
速
な

移
動
を
可
能
な
ら
し
め
た
」
∞
2
2
P
E
E珂
F
N
Z
P、名言
2
q
H
E
F
s
a

四
九



geb曲、(目
J
5
2
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HU
コロ円
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ロ
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F
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∞
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4

官
下
回

N
I
H出

(
日
)
金
儀
遠

3
M
削
掲
豊
百
』
、
五
九
四
!
五
九
笈
災
。

(
円
以
)
「
文
化
政
治
L

と
い
う
一
首
葉
は
、
朝
鮮
総
督
の
「
施
政
方
針
測
が
」
か

ら
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
o
J
U
制

改
革
ノ
趣
行
ハ
:
:
:
総
督
ハ
文
武
官
ノ
何
レ
ヨ
リ
モ
任
用
シ
得
ル
ノ
途
ヲ

啓
キ
史
ニ
慾
兵
ニ
依
ル
警
察
制
度
ニ
代
フ
ル
ニ
普
通
警
察
。
ru-一
依
ル
警
察

制
度
ヲ
以
テ
シ
尚
版
制
ニ
改
正
ヲ
為
シ
一
般
官
吏
教
員
等
ノ
制
服
帯
剣
ヲ

廃
止
シ
朝
鮮
人
ノ
任
用
待
遇
等
ニ
考
慮
ヲ
加
工
ム
ト
ス
婆
之
文
化
ノ
発
達

ト
民
力
ノ
充
実
ト
ニ
応
、
ン
政
治
上
・
社
会
k
ノ
待
遇
ニ
於
テ
モ
内
地
人
ト

同
一
ノ
取
扱
ヲ
為
ス
ヘ
キ
:
:
:
庶
幾
ス
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
し
。

(
日
朝
鮮
総
資
府
鉄
道
局
『
朝
鮮
鉄
道
論
纂
』
(
京
城
、
朝
鮮
総
督
府
、

九
:
一
O
年
)
、
七
四
良
。
高
機
泰
除
『
日
本
楠
民
地
鉄
道
史
論
』
(
日
本
経

済
評
論
社
、
一
九
九
五
年
)
、
川

ov
一
良
か
ら
再
引
用
。

(HH)

「
安
泰
ル

i
ト
」
と
は
、
朝
鮮
の
釜
山
ソ
ウ
ル
1

新
義
州
満
州
を

つ
な
ぐ
ル
l
ト
で
あ
り
、
「
北
鮮
ル

i
ト
」
と
は
、
ソ
ウ
ル

l
元
山
l
清
津

i
緩
涼
l
慶
興
1

シ
ベ
リ
ア
を
つ
な
ぐ
ル
!
ト
で
あ
る
。

(
翌
朝
鮮
内
の
産
業
資
本
の
投
資
比
本
を
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
日
本
産
業
資
本
の
直
接
進
出
(
七
m
m
%
)

一
:
井
系
(
ゴ
一
O
%
)
、
一
一
一
委
系
(
問
・
山
形
)
、
住
友
系
(
:
五
%
)
、

日
本
窒
素
系

(

a

一
六
・
六
%
)
、
東
涼
拓
殖
系
(

J

八
A
%
)
、
日
産

系
(
一
人
・
九
M
m
〉
、
鈴
紡
系
(
四
・
四
%
)
、
大
日
本
紡
系
(
つ
五
%
)
、

東
洋
紡
系
(
一
.
五
%
)
、
日
鉄
系
(
一
一
一
-
。
%
)
、
そ
の
他
の
寂
業
資

本
系
(
一
，
.
二
%
)

⑦
朝
鮮
内
の
主
要
産
業
資
本
系
(
…
八
-
O
%
)

特
殊
会
社
(
一
一
一
一
-
一
括
)
、
附
加
点
肱
銀
行
系
(
二
γ

列
二
%
)
、
そ
の
他

の
日
本
人
系
(
凶
八
・
六
%
)
、
朝
鮮
人
系
(
一
.
一
%
)

一五
O

③
そ
の
他
A
般
の
朝
鮮
内
の
在
籍
会
社
(
八
・
0
%
)

(
日
間
)
朝
鮮
産
業
経
済
調
資
会
の
「
朝
鮮
産
業
経
済
開
発
ニ
関
ス
ル
一
般
方

針
L

、
「
朝
鮮
産
業
経
済
調
徒
会
工
業
関
係
答
申
」
に
つ
い
て
は
、
山
辺
健

太
郎
『
日
本
統
治
ド
の
朝
鮮
c

(
岩
波
察
宿
、
一
九
む
七
年
九
一
九
O首
(

以
下
を
参
照
。

(
打
)
朝
鮮
総
管
府
『
施
政
二
十
年
史
』
(
京
城
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
五

年
)
、
八
二
三
氏
。
高
橋
泰
隆
『
前
掲
議
官
¥
一
O
七
訂
以
か
ら
府
内
引
用
。

(
問
団
)
金
儀
遼
『
前
錫
欝
ヘ
閲
五
八
i
間
七
一
二
資
。

戸
刊
日
)
…
九
四
一
一
一
年
現
在
の
建
設
費
は
一
間
山
Y

寸
た
り
平
均
で
、
日
本
は

4

一0・

問
銭
で
あ
る
の
に
対
し
、
朝
鮮
の
そ
れ
は
一
て
七
銭
で
あ
っ
た
。
朝
鮮

電
気
事
業
史
編
纂
委
員
会
『
朝
鮮
電
気
事
業
史
』
(
中
央
日
韓
協
会
、
…
九

八
一
年
)
、
二
，
一
七
百
只
。

(
初
)
朝
鮮
電
気
事
業
史
編
纂
委
員
会
『
前
掲
寄
』
、
間
六
一
賞
以

F
G

(
幻
)
ブ
ル
ー
ス
・
カ
ミ
ン
グ
ス
は
、
日
本
支
配
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
の
状
況

を
、
フ
ラ
ン
ス
支
配
下
に
あ
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
と
比
較
し
た
。
彼
の
研
究
に

よ
る
と
、
一
九
三
七
午
、
フ
ラ
ン
ス
は
ご
、
九
二
O
人
の
フ
ラ
ン
ス
入
行
犯
、

一
O
、
ヒ
七
六
人
の
フ
ラ
ン
ス
軍
、
そ
し
て
三
八
、
0
0
0
人
の
ベ
ト
ナ

ム
人
官
吏
を
も
っ
て
、
人
口
‘
、
七
0
0
万
人
の
ベ
ト
ナ
ム
を
支
配
し
た
が
、

同
じ
か
十
日
本
は
、
-
間
L

ハ
、
0
0
0
人
の
日
本
人
J

一
日
夜
(
軍
人
を
含
む
)

と
六
一
一
一
、
0
0
0
の
朝
鮮
人
官
吏
を
も
っ
て
、
人
口
一
、
一
O
O
万
人
の

朝
鮮
を
支
配
し
た
。
(
リ
ロ
百
E
四戸。も

2
『4
3
8
1
H
N

(
幻
)
朝
鮮
総
管
府
が
最
初
に
地
方
官
制
を
施
行
し
た
時
、
道
長
官
と
し
て

六
人
の
朝
鮮
人
が
任
命
さ
れ
た
が
、
府
の
長
で
あ
る
府
努
は
全
員
が
日
本

人
で
あ
っ
た

0
7持
釆
明
韓
関
行
政
制
度
史
』
(
ソ
ウ
ル
、
法
文
村
、
一
九

八
五
年
)
、
閃
二
二
真
。

(
お
)
地
主
や
資
本
勢
力
に
対
抗
し
た
の
は
、
小
作
農
民
化
し
た
良
民
腐
と



非
熟
練
の
労
働
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
過
剰
供
給
状
態
に
霞
か
れ
て

い
た
無
産
階
級
で
あ
っ
た
の
で
、
よ
り
よ
い
収
入
と
労
働
条
件
が
主
な
関

心
事
で
あ
っ
た
。

(
弘
)
池
間
的
観
町
時
排
出
削
氏
、
主
化
へ
の
道
』
(
忠
波
書
席
、
…
九
九
吟
九
年
)
、
…
…

一一氏。

「
お
)
並
木
真
人
「
続
民
地
期
朝
鮮
人
の
政
治
参
加
に
つ
い
て
解
放
後
史

と
の
関
連
に
お
い
て
」
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
ゴ
二
集
、
一
九
九
一
一
一

年
、
一
一
一
五
頁
以
下
。

(
お
)
一
九
六

0
年
代
か
ら
本
格
的
に
行
わ
れ
た
韓
関
の
開
発
行
政
、
な
か

で
も
凶

t
開
発
計
倒
な
ら
び
に
関
連
法
規
は
、
日
本
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

約
十
五
年
か
ら
二

O
年
遅
れ
で
追
っ
て
い
る
こ
と
が
、
一
つ
の
例
と
し
て

あ
げ
ら
れ
よ
う
c

五


